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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期

第３四半期連結累計期
間

第15期
第３四半期連結会計期

間
第14期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高（千円） 267,828 100,5331,892,589

経常損失(△)（千円） △387,074 △104,150△367,348

四半期（当期）純損失(△)（千円） △1,238,722 △357,069△1,828,174

純資産額（千円） － △461,571 237,550

総資産額（千円） － 801,2561,857,035

１株当たり純資産額（円） － △5,022.414,851.43

１株当たり四半期（当期）純損失金額(△)（円） △19,852.59 △3,899.71△39,862.51

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
－ － －

自己資本比率（％） － △58.4 12.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△352,397 － △328,930

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△56,906 － △32,774

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
325,885 － 108,737

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 18,101 101,195

従業員数（人） － 48 69

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第14期、第15期第３四半期連結会計期間及び第15期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四

半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期(当期)純損失であるため記

載しておりません。
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２【事業の内容】

　  当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

  な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 48 (1)

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を( )外数で記載していま

す。

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 45 (0)

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四半期会計期間の平均人員を( )外数で記載しています。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

自社開発製品事業（千円） 26,564

受託開発事業（千円） 600

その他の事業（千円） －

合計（千円） 27,164
 

　（注）１．上記の金額は、仕入価格によっております。

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）受注状況

　当第３四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高 受注残高

自社開発製品事業（千円） 70,733 －

受託開発事業（千円） 48,950 35,450

その他の事業（千円） － －

合計（千円） 119,283 35,450

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 (3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

自社開発製品事業（千円） 70,333　

受託開発事業（千円） 30,220

その他の事業（千円） －

合計（千円） 100,553

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期連結会計期間における主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は、次のとおりであります。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

金額（千円） 割合（％）

ソフトバンクＢＢ株式会社 31,317 31.1

株式会社ＢｇｅｎｕｉｎｅＴｅｃ 13,000 12.9

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

   （1）新株発行による割当先の支配力について

　平成21年11月９日決議の第三者割当増資により、当社社外取締役である柏原武利氏が当社の発行済株式数の

25.19％を所有することとなるため、今後会社の経営に多大な影響力を持つことになります。そのため、今後何ら

かの要因が生じた場合、当社の運営及び業績等に影響を与える可能性があります。　

（2）継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況について

　当社は平成20年12月期において営業損失、当期純損失およびマイナスの営業キャッシュフローを計上し、さらに

平成20年12月期末において運転資金等が十分に確保されていない状況にあり、債務超過に陥ったことから継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。「継続企業の前提に関する注記」に記載

しておりますとおり、当該状況の解消を図るべく当社として対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画ど

おり進捗しなかった場合、当社事業に支障を来たす可能性があります。　

　 

３【経営上の重要な契約等】

共同事業に関する基本契約

契約相手先 契約概要 　

梅テック有限会社 (1)主たる契約内容

両者が行う共同事業に関わる基本事項を定めたものである。主な内容

は、

・共同事業を新技術の取得、研究推進及び技術の製品化による収益事

業と位置づけ、その共同事業の費用の50%相当額を当社が負担する。

・当社は、相手先が保有する研究成果に関し、技術移転及び指導協力

を受けることができ、技術移転案件について優先的に紹介を受け、

技術移転先として検討できる。

(2)契約期間

平成14年3月1日より平成15年2月末日までの1年間。ただし、双方いず

れかからの契約解除の申し出がない場合は更に1年間の自動更新。

　

指紋認証技術に関する共同研究契約及び覚書

契約相手先 契約概要 　

梅テック有限会社 (1)主たる契約内容

両者間の「共同事業に関する基本契約」に基づき、指紋認証技術に関

する共同研究について定めた契約である。主な内容は、

・共同研究が事業化した場合には、当社は相手先に両者が合意した計

算式に基づいてロイヤルティーを支払う。

・共同研究過程で生じた知的財産権は、両者に等分に帰属する。

(2)契約期間

平成14年3月1日より平成15年2月末日までの1年間。ただし、双方いず

れかからの契約解除の申し出がない場合は更に1年間の自動更新。

　

販売代理店契約

契約相手先 契約概要 　

エヌ・ティ・ティ・

コムウェア株式会社

(1)主たる契約内容

当社は、指紋認証製品（UBF）の日本国内における販売代理権及び取

次権を相手先に付与するものである。

(2)契約期間

平成19年2月1日より平成20年1月31日。ただし、契約満了の90日前まで

に契約解除の申し出がない場合、1年間の自動更新。
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事業提携契約

契約相手先 契約概要 　

Egis Technology,

Inc.

(1)主たる契約内容

当社は、平成21年3月24日付で台湾のEgis Technology,Inc.と、以下の

内容の技術提携及び資本提携契約を締結しております。

・両社の指紋認証を始めとした生体認証分野における先端技術を用　

いて新たなソリューションの開発を行うなど長期的な戦略に立っ　た

技術提携。

・Egis Technology,Inc.が今後、筆頭株主となることを前提に有利　

発行による第三者割当増資を含む資本政策を行う計画及び運転資金

を目的として平成21年6月末日を返済期限とした総額200万米ドル

（年利2％　当社知財等担保設定）の短期融資を平成21年3月24日及び

31日に100万米ドルずつ行うこととする資本提携。

(2)Egis Technology,Inc.の概要

商号：Egis Technology,Inc.

本店所在地：中華民国台北市114内湖區堤頂大道二段257號7樓　

代表者：Steve Ro　Chairman  &　CEO

資本金：1,550万米ドル　

従業員数：150名

　

事業提携契約

契約相手先 契約概要 　

株式会社BgenuineTec(1)主たる契約内容

当社は、平成21年8月17日付で株式会社BgenuineTecと、以下の内容の

包括的事業提携を締結しております。

・企画・研究・開発・設計・生産・販売の各業務において、新製品や

新規技術の開発及び新しいビジネスモデルの創出を目的として、事業

推進のための相互協力を行う。

(2)株式会社BgenuineTecの概要

商号：株式会社BgenuineTec

本店所在地：東京都中央区日本橋堀留町１－９－２　

代表者：柏原武利、國枝博昭

資本金：906,114,055円　

従業員数：22名

　

  

４【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状態の分析

（流動資産）

  当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて742,896千円（63.8%）減少し、420,711千

円となりました。この主な内訳は、商品及び製品227,731千円、受取手形及び売掛金72,625千円、原材料及び貯蔵品

34,556千円、仕掛品20,846千円です。

（固定資産）

　当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて312,882千円（45.1%）減少し、380,544千円

となりました。この主な内訳は、無形固定資産196,107千円、投資その他の資産154,920千円、有形固定資産29,516千円

です。

　投資その他の資産のうち、投資有価証券は119,439千円で、これは主にDigitalSecu Co., Ltd.、

SuperPix Micro Technology Ltd.、㈱ライフセンサー等に対する出資金から構成されております。
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（流動負債）

　当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて230,267千円（20.7%）減少し、884,375千円

となりました。この主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金383,235千円、短期借入金254,044千円、支払手形及び買

掛金92,825千円です。

（固定負債）

　当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて126,389千円（25.0%）減少し、378,451千円

となりました。この主な内訳は、長期借入金356,700千円、退職給付引当金10,888千円です。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末の237,550千円から699,122千円減少し、461,571

千円の債務超過となりました。
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(2）キャッシュ・フローの分析

  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間

末と同水準の18,101千円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　資金は、財務活動による資金の収入145,642千円があったものの、営業活動による資金の支出128,839千円、投資活動

による資金の支出15,853千円によりフリーキャッシュ・フローは144,692千円の減少となり、18,101千円となりまし

た。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  税金等調整前四半期純損失が354,640千円となり、貸倒引当金の計上123,144千円、たな卸資産評価損計上97,906千

円、投資有価証券評価損計上36,499千円、減価償却費の計上31,391千円などにより資金が増加したものの、128,839千

円の支出となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　「EVE MA」・「EVE FA」といった自社開発ソフトウェアの無形固定資産の取得による支出などにより資金が減少

し、15,853千円の支出となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　株式の発行による収入により資金を139,000千円調達したため、145,642千円の純増となりました。　

(3）経営成績の分析

（売上高）

当第３四半期連結会計期間における当社グループは、ハイブリッドアルゴリズム製品の拡販や、指紋認証のみなら

ず他の認証方式も一元管理する多要素認証統合プラットフォームである「EVE MA」のプロモーション活動を積極的

に推し進めてまいりましたが、昨年来の景気悪化による見込顧客のセキュリティー予算執行の延期や削減により、ま

た事業の選択と集中によって指紋認証を中心としたバイオメトリクス事業と受託事業に注力することとして不採算

部門であった新規事業から撤退したこと、ならびに当社財務基盤の信用力低下等もあって、売上は低調に推移いたし

ました。

受託開発事業におきましては、売上・利益ともに計画どおり推移しましたが、当該事業の傾向として12月検収が多

く、例年、年度前半における売上は比較的少ない傾向もあり、年度事業計画に占める水準は低く推移いたしました。こ

れは、事業年度の期首を4月とする顧客が多いことから、これらの顧客からの受注は6月以降に顕在化することによる

ものです。

なお、事業の種類別セグメントにつきましては 、自社開発製品事業として指紋認証機器、映像関連機器及び音響関

連機器、受託開発事業としてソフトウェア開発を主要製品として扱っており、営業利益又は営業損失(△)はそれぞれ

△48,986千円、6,583千円となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、100,553千円（前年同期比61.0%減）となりました。 

（売上総利益）

　当第３四半期連結会計期間において、従来の「UBF」シリーズ及び組込み向け指紋認証ソリューション「UB-safe」

をはじめとする指紋認証機器の売上を計上し、特に大規模向け指紋認証基盤「EVEシリーズ」の売上は順調に推移し

たものの、売上高が大幅に減少したことから、売上総利益は22,176千円（前年同期比79.9%減）となりました。

（営業損失）

　当第３四半期連結会計期間の販売費及び一般管理費は、全社的に経費等を削減した結果119,812千円（前年同期比

45.1%減）となったものの、売上総利益が大幅に減少したため、97,636千円の営業損失（前年同期は107,776千円の営

業損失）となりました。
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（経常損失）

　当第３四半期連結会計期間においては、支払利息等を計上したことにより、営業損失97,636千円からさらに損失が

拡大し、経常損失は104,150千円（前年同期は115,686千円の経常損失）となりました。

（税金等調整前四半期純損失）

　当第３四半期連結会計期間においては、経常損失104,150千円に加え、貸倒引当金繰入額121,529千円、たな卸資産評

価損97,906千円、投資有価証券評価損36,499千円の特別損失等を計上した結果、税金等調整前四半期純損失は

354,640千円（前年同期は119,841千円の税金等調整前四半期純損失）となりました。

（四半期純損失）

　当第３四半期連結会計期間の法人税、住民税及び事業税の額は2,428千円となり、四半期純損失は357,069千円（前

年同期は99,209千円の四半期純損失）となりました。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　今後の見通しについては、情報セキュリティにおける認証基盤再整備へのニーズはあるものの、引き続く景気低迷

感から、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しいことが見込まれます。こうした状況の中にあって、収益

事業への選択と集中を引き続き行い、業務・資本提携先とのシナジー効果を生み出す新たな営業活動を展開するな

どして業績の確保に努めてまいります。

　平成21年12月期通期業績予想につきましては、平成21年７月23日開催の臨時株主総会において承認された第三者割

当による新株式発行の一部が失権したことにより、今後の資金調達及び業務提携を検討しておりますが、そうした要

因による数値の集計ができ次第、速やかに情報開示をいたします。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備の新設、除却等はありません。

 また、新たに確定した設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 190,000

計 190,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行株数
（株）
（平成21年11月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 93,248 93,248
東京証券取引所

（マザーズ）
（注）

計 93,248 93,248 － －

　（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．「提出日現在発行株数」欄には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使

(旧商法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)による株式の増加は含まれておりません。

３．提出日現在発行株数のうち、31,776株は、現物出資（貸付金債権の元本及び利息　317,760千円）によるもの

であります。

４．当社は、単元株制度を採用しておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック・オプション）に関する事項は、次のとおりでありま

す。

平成13年６月20日臨時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） －

権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 105

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 5,556

新株予約権の行使期間
自　平成14年６月１日

至　平成22年６月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　　　　（注）１

発行価格　　   5,556

資本組入額   　5,556

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めないものとす

る。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割及び調整前行使価額を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式に行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

なお、当社は平成16年12月31日付及び平成18年７月１日付の１株を３株にする株式分割に伴い、払込金額、発

行価格及び資本組入額を調整しております。

  （注）２．新株予約権の行使の条件

イ．行使時においても当社の特定支援者、取締役及び従業員の地位を保有していることを要する。但し、当社の

取締役であった者がその地位を離れた後、直ちに監査役に就任したときは、当該監査役の地位を有する間、

新株予約権の行使を認める。

ロ．新株予約権行使者が当社の特定支援者、取締役又は従業員のいずれかの地位をも失ったときより３ヶ月以

内に死亡したときは、新株予約権の相続人は死亡時から６ヶ月以内に限り新株予約権を行使することがで

きる。

ハ．その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株

予約権付与契約書」に定めるところによる。
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②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）に

関する事項は、次のとおりであります。

平成16年12月７日臨時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 618

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 618

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 13,334

新株予約権の行使期間
自　平成17年12月１日

至　平成25年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　　　　（注）１

発行価格　　　13,334

資本組入額　 　6,667

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めないものとす

る。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割及び調整前行使価額を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式に行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数　×１株当たりの払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

なお、当社は平成16年12月31日付及び平成18年７月１日付の１株を３株にする株式分割に伴い、払込金額、発

行価格及び資本組入額を調整しております。

　（注）２．新株予約権の行使の条件

イ．権利の喪失事由

①　禁固以上の刑に処せられた場合

②　当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合

③　当社以外の同業を目的とする会社の役職員に就職した場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を

除く）

④　当社の所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

⑤　被付与者の死亡により新株予約権が相続されなかった場合

ロ．その他の条件については、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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③　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）に

関する事項は、次のとおりであります。

平成18年３月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 270

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 270

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 939,575

新株予約権の行使期間
自　平成19年３月29日

至　平成25年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　　　　（注）１

発行価格　　 939,575

資本組入額　 469,788

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割及び調整前行使価額を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式に行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数　×１株当たりの払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

なお、当社は平成16年12月31日付及び平成18年７月１日付の１株を３株にする株式分割に伴い、払込金額、発

行価格及び資本組入額を調整しております。

　（注）２．新株予約権の行使の条件

イ．権利の喪失事由

①　禁固以上の刑に処せられた場合

②　当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合

③　当社以外の同業を目的とする会社の役職員に就職した場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を

除く）

④　当社の所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

⑤　被付与者の死亡により新株予約権が相続されなかった場合

ロ．その他の条件については、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

　（注）３．新株予約権の譲渡制限

　　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
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④　会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年９月11日取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個）  707

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  7,070

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ －

新株予約権の行使期間
自　平成20年9月29日

至　平成22年9月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　　　　（注）２

発行価格     －

 資本組入額　 － 

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

　（注）１．新株予約権１個当りの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権１個の株式数を乗

じた金額とする。

　　　　　　1株当たりの払込金額は、各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の前取引日の東京証券取引所におけ

る当社普通株式取引の終値の90％に相当する金額（1円未満の端数は切上げ）とする。ただし、当該金額が割

当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の50％に相当する金額（以下「下限行使価

額」という。）を下回る場合となるときは行使価額は下限行使価額とする。

　　　　　　　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を　調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　　　　また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発

行する場合は除く。)は、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とする。

　（注）２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は次のとおりです。

　　　　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とする。
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　（注）３．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

(1）権利行使の停止

　　発行会社は、割当人に通知することにより、本新株予約権の全部又は一部につき行使停止期間を指定するこ

とができる。ただし、権利行使期間の最後の１ヶ月を除く。

(2）権利行使株数の制限

　　割当人がいずれの暦月においても行使により発行される株式が上場株式数の10％を超えることとなる新株

予約権の行使を行わない。

(3）権利行使の指定

発行会社は、割当人に対し、一定の株数（過去１ヶ月もしくは３ヶ月の東京証券取引所における１日あた

りの平均出来高の小さいほうの５日分）を上限として一定期間（20営業日）内にのみ権利行使するよう

通知するすることができる。ただし、当該通知の直前における東京証券取引所の普通取引の終値が割当日

の終値の70％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額以上である場合に限る。

  （注）４．新株予約権の譲渡制限

  　　　　　　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。　

　（注）５．新株予約権の目的となる株式の数の調整

  　　　　　　平成21年７月23日開催の臨時株主総会決議により、平成21年７月24日付で募集株式の発行及び第２回新株予約権

の割当てが完了したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数が調整され、11,312株となりました。

　

⑤　会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年６月10日取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個）  1,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  15,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ －

新株予約権の行使期間
自　平成21年7月24日

至　平成24年7月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　　　　（注）２

発行価格   10,000 

資本組入額　5,000 

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

　（注）１．新株予約権１個当りの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権１個の株式数を乗

じた金額とする。

　　　　　　　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を　調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　　　　また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発

行する場合は除く。)は、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とする。

　（注）２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は次のとおりです。

　　　　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とする。
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  （注）３．新株予約権の譲渡制限

  　　　　　　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。　

　

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成16年11月15日

(注)1
1,960 3,760 98,000 248,000 － 100,000

平成16年12月31日

(注)2
7,520 11,280 － 248,000 － 100,000

平成17年３月28日

(注)3
360 11,640 6,000 254,000 － 100,000

平成17年11月28日

(注)4
2,700 14,340 631,125 885,125 859,275 959,275

 平成17年12月27日

(注)5
300 14,640 70,125 955,250 95,4751,054,750

 平成18年1月1日～

 平成18年12月31日

(注)6

532 15,172 5,636 960,886 2,020 1,056,770

 平成18年7月1日

(注)7
29,702 44,874 － 960,886 － 1,056,770

 平成19年1月1日～

 平成19年12月31日

(注)8

627 45,501 4,180 965,067 4,180 1,060,950

 平成20年1月1日～

 平成20年12月31日

(注)9

2,071 47,572 76,8281,041,89576,8281,137,778

 平成21年1月1日～

 平成21年6月30日
－ 47,572 － 1,041,895 － 1,137,778

 平成21年7月1日～

 平成21年9月30日

（注）10　

40,676 93,248 228,3801,270,275222,5231,360,301

 （注）１．新株引受権付社債のワラントの行使

 　　　　　発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円

 　　　２．株式分割

 　　　　　株式１株を３株に分割したことによる増加であります。

 　　　３．新株引受権の行使

　　　　　 発行価格 16,667円、資本組入額 16,667円

 　　　４．公募新株発行

 　　　　　発行価格　　　 　467,500円

 　　　　　資本組入額　　　 233,750円

 　　　　　払込金総額   1,490,400千円

　 　　５．第三者割当

　　　　　 発行価格　　　  467,500円

　　　　 　資本組入額  　　233,750円　

　　　　　 割当先　　　　　野村證券株式会社

６．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

７．株式分割

　 普通株式1株を3株に分割したことによる増加であります。

８．新株予約権の行使による増加であります。

９．新株予約権の行使による増加であります。

10．平成21年７月24日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が40,676株、資本金及び資本準備

金がそれぞれ203,380千円増加しております。
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（５）【大株主の状況】

        当第３四半期会計期間において、柏原武利氏から平成21年９月４日付の大量保有報告書の写し、Egis

Technology,Inc.から平成21年９月14日付の大量保有報告書の写し、株式会社サン・クロレラ及びその共同保

有者であるサン・クロレラ販売株式会社から平成21年７月28日付の大量保有報告書の写しの送付があり、それ

ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

柏原　武利 東京都渋谷区 株式　17,000 18.23

Egis Technology,Inc.
中華民国台北市114内湖區堤頂大道二段

257號7樓
株式　19,676 21.10

株式会社サン・クロレ

ラ

京都市下京区烏丸五条下る大坂町369番

地
株式 　1,600 1.72

サン・クロレラ販売株

式会社

京都市下京区烏丸五条下る大坂町369番

地
株式 　3,200 3.43

　

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  93,248 93,248

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 93,248 － －

総株主の議決権 － 93,248 －

　

　

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

 

 

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 81,70044,15024,00042,60033,90040,00035,50028,00021,190

最低（円） 48,00013,2708,70027,00028,70028,94023,01020,40010,400

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
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３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

  取締役の状況

 　 新任取締役

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
（千株）

就任年月
日

取締役 社外取締役 柏原　武利 昭和22年１月18日生

昭和45年４月キャノンカメラ販売株式会

社入社

昭和51年９月

平成15年４月　

柏原翻訳事務所設立　

フジデジタルイメージング

株式会社設立

代表取締役就任（現任）

平成17年11月　

　

　

　

　

平成21年５月

セキュアデザイン株式会社

（現、株式会社

BgenuineTec）設立　

代表取締役会長就任

（現任）

株式会社NESTAGE

取締役就任　

 （注） 17,000
平成21年

７月23日

取締役 社外取締役 李　欣欣 昭和40年６月26日生

昭和62年７月Manufacture Hanover

Trust Co.Taipei Branch,

Supervisor of Export and

Accounting Department

平成２年５月 Bank of Boston Taipei

Branch,RM of

Correspondent Banking

Department

平成７年５月

　

　

　

　

　

平成11年７月

　

　　　

平成12年８月

　

　

　

　

平成16年２月

　

平成19年３月

　

　　

平成20年11月　

　

平成20年12月

　　

　

平成21年１月

　

　

平成21年３月

　

　

　

平成21年４月

　

Westdeutsche Landesbank

Girozentrale,

AVP&Assistant

Representative of Taipei

Rep. Office

Makoto　Bank,VP&DGM of

International Banking

Department　

Acer Group,Treasurer of

Acer Capital&Special

Assistant to the

Chairman

iD Softcapital Group,

Partner　

Salcon Developments

Ltd.,Outside Director(現

任）　

Power One Technology

Ltd.,Outside Director

Power One Technology

Ltd.,Representative

Director（現任）　

Vision One　Technology

Ltd.,Outside Director

（現任）

Sivarich　Multimedia

Technology(Xi'an)Inc.,

Representative Director

（現任）　

SBI＆Capital 22 Inc.,

Senior Partner（現任）

 （注） －
平成21年

７月23日

（注）平成21年７月23日開催の臨時株主総会の終結の時から平成22年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成20年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,101 ※2
 138,999

受取手形及び売掛金 72,625 453,534

商品及び製品 227,731 333,513

仕掛品 20,846 4,872

原材料及び貯蔵品 34,556 46,849

その他 87,841 185,838

貸倒引当金 △40,990 －

流動資産合計 420,711 1,163,607

固定資産

有形固定資産 ※1
 29,516

※1
 60,523

無形固定資産

ソフトウエア 195,519 192,756

その他 587 63,078

無形固定資産合計 196,107 255,834

投資その他の資産

投資有価証券 119,439 310,029

長期売掛金 839,277 613,514

その他 35,481 67,039

貸倒引当金 △839,277 △613,514

投資その他の資産合計 154,920 377,069

固定資産合計 380,544 693,427

資産合計 801,256 1,857,035

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 92,825 323,313

短期借入金 254,044 95,000

1年内返済予定の長期借入金 383,235 287,264

未払法人税等 8,884 7,742

賞与引当金 28,864 6,642

その他 116,522 394,681

流動負債合計 884,375 1,114,643

固定負債

長期借入金 356,700 478,893

退職給付引当金 10,888 9,431

その他 10,862 16,516

固定負債合計 378,451 504,840

負債合計 1,262,827 1,619,484
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,270,275 1,041,895

資本剰余金 1,360,301 1,137,778

利益剰余金 △3,049,006 △1,810,283

株主資本合計 △418,428 369,390

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △349 △99,926

為替換算調整勘定 △49,551 △38,672

評価・換算差額等合計 △49,901 △138,598

新株予約権 6,758 6,758

純資産合計 △461,571 237,550

負債純資産合計 801,256 1,857,035
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 267,828

売上原価 198,443

売上総利益 69,384

販売費及び一般管理費 ※
 429,824

営業損失（△） △360,440

営業外収益

受取利息及び配当金 1,562

為替差益 17,375

その他 4,434

営業外収益合計 23,372

営業外費用

支払利息 32,984

雑損失 16,161

その他 860

営業外費用合計 50,006

経常損失（△） △387,074

特別利益

固定資産売却益 53

退職給付引当金戻入額 73

賞与引当金戻入額 2,027

貸倒引当金戻入額 4,092

特別利益合計 6,246

特別損失

固定資産除却損 25,976

投資有価証券売却損 7,000

たな卸資産評価損 152,710

減損損失 47,463

投資有価証券評価損 270,167

貸倒引当金繰入額 255,668

事業整理損 89,733

特別損失合計 848,719

税金等調整前四半期純損失（△） △1,229,546

法人税、住民税及び事業税 9,175

法人税等合計 9,175

四半期純損失（△） △1,238,722
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 100,553

売上原価 78,376

売上総利益 22,176

販売費及び一般管理費 ※
 119,812

営業損失（△） △97,636

営業外収益

受取利息 1,417

為替差益 1,102

その他 16

営業外収益合計 2,536

営業外費用

支払利息 7,918

その他 1,132

営業外費用合計 9,050

経常損失（△） △104,150

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,385

退職給付引当金戻入額 36

賞与引当金戻入額 2,027

特別利益合計 5,449

特別損失

固定資産除却損 4

たな卸資産評価損 97,906

投資有価証券評価損 36,499

貸倒引当金繰入額 121,529

特別損失合計 255,939

税金等調整前四半期純損失（△） △354,640

法人税、住民税及び事業税 2,428

法人税等合計 2,428

四半期純損失（△） △357,069
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,229,546

減価償却費 30,326

ソフトウエア償却費 78,644

減損損失 47,463

貸倒引当金の増減額（△は減少） 258,470

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,221

受取利息及び受取配当金 △1,562

支払利息 32,984

たな卸資産評価損 152,710

投資有価証券評価損益（△は益） 270,167

有形固定資産除却損 25,976

売上債権の増減額（△は増加） 151,538

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,272

仕入債務の増減額（△は減少） △229,314

前渡金の増減額（△は増加） 71,327

未収入金の増減額（△は増加） 20,176

未払金の増減額（△は減少） △32,776

その他 45,461

小計 △341,003

利息及び配当金の受取額 162

利息の支払額 △5,451

法人税等の支払額 △6,105

営業活動によるキャッシュ・フロー △352,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △30,412

有形固定資産の売却による収入 69

無形固定資産の取得による支出 △57,440

投資有価証券の売却による収入 13,000

貸付金の回収による収入 10,000

その他の支出 △15,788

その他の収入 23,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 274,145

短期借入金の返済による支出 △61,037

長期借入金の返済による支出 △26,222

株式の発行による収入 139,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 325,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △83,094

現金及び現金同等物の期首残高 101,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 18,101
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱く事業又は状況】

　当社グループは第13期連結会計年度から2期連続して営業損失を計上しましたが、当第２四半期連結累計期間に

おいても262,803千円の営業損失および、881,653千円の四半期純損失を、当第3四半期連結累計期間においても

360,440千円の営業損失および、1,238,722千円の四半期純損失を計上し、営業キャッシュフローも△352,397千円

と前連結会計年度に引続き大幅なマイナスとなっております。その結果として、当第3四半期連結会計期間末の純

資産は△461,571千円の債務超過となりました。また、当第3四半期連結会計期間末における短期借入金等の流動

負債は、手元流動性に対して高水準の債務となっており、当該状況により当社は継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような事象または状況が存在しております。

　　　　　当該状況を解消すべく、新規事業への拡大を求めていました当社の事業につき選択と集中を行うと共に、収益性の改

善と財務体質の強化を中心として今後の業績の改善を図るために以下の施策を進めております。

　　　　　① 前期以前に展開してきました海外および新規事業につきまして関連部門の閉鎖とこれにかかわる人員の整理解

雇などを実施し、収益性の高い、指紋認証を中心とする情報セキュリティ事業に集中する体制を整えまし

た。

　　　　　② 一部滞留売掛債権につきましては、法的手続きを行使しており滞留売掛債権の積極的な回収を進めるとともに一

部資産（有価証券）の売却を実施し、キャッシュフローの改善を進めています。

　　　　　③ 利益率の高い自社製品とくにソフトウエアシステムを重点的に販売活動を進め利益率とキャッシュフローの改

善に努めています。

　　　　　④ 財務体質強化の施策として、平成21年7月23日の臨時株主総会において決議しました第三者割当による新株発行

での増資を行いましたが、払込期限である平成21年7月24日に現物出資（デット・エクイティ・スワップ）

で317,760千円（31,776株）、金銭出資で89,000千円（8,900株）の増資が行われ、結果203,380千円の資本

増加を致しましたが、金銭出資予定の一部である180,000千円につきまして払込が行われず失権をいたしま

した。失権分を補う追加増資としまして、平成21年8月28日および31日に柏原武利氏の新株予約権行使によ

り50,000千円の増資が行われました。さらに平成21年11月9日に柏原武利氏を引受人とする第三者割当増資

の決議を行い平成21年11月25日を払込日とする総額70,004,814円の増資を予定しております。柏原氏から

は今後も引き続き当社への資金支援についてご検討いただけるとの意向を確認しており、引き続き同氏と

の間で増資に関する協議を進めてまいります。

　　　　　⑤ 有利子負債の返済につきまして、取引金融機関に対しては、今般の増資による資本施策ならびに新たな経営再建

計画等の内容について説明を行い、一定期間の元本返済の猶予などの返済条件の見直しにご協力をいただ

く予定でありましたが、金銭出資の一部失権により返済条件見直しの前提である有利子負債の一部返済が

滞ることになりました。今後、追加増資の進捗状況に合わせて、改めて返済条件の見直しについてご協力を

お願いしてまいります。

　　　　　⑥ 前期まで、事業拡大を進めた結果増大した販売管理費を見直し、不採算部門閉鎖に伴う整理解雇などによる人件

費の削減ならびに経費の徹底削減を進めています。

　

　       以上のような施策を確実に実行していくことで、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる様な事象また

は状況は、解消できるものと判断しております。

　

         なお、当第3四半期に特別損失を計上し、今般の第三者割当増資においても債務超過状態を、解消することができ

ません。今後は、柏原武利氏をはじめ提携先企業とも資本増強策について協議を進め、早期に債務超過状態を解消す

るとともに、その他の施策をさらに積極的に進め、債務超過状態の解消に全社を挙げて取り組んでまいります。

　

　       また、上記①～⑥の施策を確実に実行して行くことで、取引金融機関との返済条件の見直しを合意いただき、業績

の回復に取り組んでまいります。

　

　       しかしながら、当社グループの事業の継続は上記の収益性の改善と財務体質の強化を中心とした諸施策の成否に

依存しており、とりわけ今回決議しました第三者割当増資につきましては、未だ払込日を迎えておらず、本増資を

前提とした取引金融期間との返済条件の見直しについても合意が完了していないことから、当社は継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められると共に、本増資が万一失権した場合には、当社存続に重大な懸念を生ずる

可能性があります。

　

　       なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　　当第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日)

①　「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（内閣府令第50号 平成20年８月７日）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務

諸表規則に基づいて作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、当第３四半期

連結累計期間の営業損失及び経常損失に与える影響はありませんが、税金等調整前四半期純損失が152,710千円減

少しております。

③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

④　「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会

)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成

６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する

連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。この適用に伴う損益への影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

　　　当第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日)

イ　棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の評価方法は、当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、当第２四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。 

ロ　固定資産の減価償却の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 　　当第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日)

　該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

105,113千円

※1　※１．有形固定資産の減価償却累計額

113,527千円

　

───────────────────　

 

※1　※２．担保に供している資産

 

 現金及び預金 1,454千円

　上記現金及び預金は、未払金440千円の担保に供していま

す。 

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

　　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

 １．給与手当  121,963千円

 ２．賞与引当金繰入額  13,750千円

 ３．退職給付引当金繰入額  2,125千円

 ４．貸倒引当金繰入額  6,895千円

 ５．その他  285,089千円

 

　　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

 １．給与手当  33,945千円

 ２．退職給付引当金繰入額  866千円

 ３．貸倒引当金繰入額  5,000千円

 ４．その他  80,001千円

 

　　

　

EDINET提出書類

株式会社ディー・ディー・エス(E02104)

四半期報告書

29/37



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　(平成21年９月30日現在)

　

　現金及び預金勘定 　18,101千円

　預入期間が３か月を超

　える定期預金
　－ 　

　現金及び現金同等物 　18,101千円

　

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

      普通株式　　　93,248株　

　

２．自己株式の種類及び株式数

 　 該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　　  株式会社ディー・ディー・エス　第１回新株予約権（第三者割当て）

　　　 新株予約権の目的となる株式の種類　　　普通株式

　　　 新株予約権の目的となる株式の数　　　　7,070株

　　　 新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　6,758千円（提出会社）　

　 (注)上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

 ４．配当に関する事項

    該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日～平成21年９月30日)　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
自社開発製品
事業

受託開発事業
その他の
事業 

計 消去又は全社 連結

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 70,333 30,220 － 100,553 － 100,553

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 70,333 30,220 － 100,553 － 100,553

営業利益又は営業損失(△) △48,986 6,583 － △42,403△55,233△97,636

 (注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

 ２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

自社開発製品事業 指紋認証機器、映像関連機器、音響関連機器

受託開発事業 ソフトウェア開発

その他の事業 電子部品

　 

当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日)　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
自社開発製品
事業

受託開発事業
その他の
事業 

計 消去又は全社 連結

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 163,798104,030 － 267,828 － 267,828

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 163,798104,030 － 267,828 － 267,828

営業利益又は営業損失(△) △162,416 30,770△16,830△148,475△211,964△360,440

 (注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

 ２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

自社開発製品事業 指紋認証機器、映像関連機器、音響関連機器

受託開発事業 ソフトウェア開発

その他の事業 電子部品
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(平成21年７月１日～平成21年９月30日)　　　　　　　　　　　　　　　　(単位 : 千円)

 日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 94,6375,915100,553 － 100,553

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 210 210 △210 －

　　　　計 94,6376,126100,764 △210 100,553

営業損失(△) △37,074△5,328△42,403 △55,233△97,636

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．アジアに属する国は韓国及び中国であります。

　 

当第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日～平成21年９月30日)　　　　　　　　　　　　　　　　(単位 : 千円)

 日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 259,9087,920267,828 － 267,828

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,956 1,190 3,146 △3,146 －

　　　　計 261,8649,111270,975 △3,146 267,828

営業損失(△) △130,864△17,611△148,475△211,964△360,440

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．アジアに属する国は韓国及び中国であります。

 

 

【海外売上高】

        当第３四半期連結会計期間(平成21年７月１日～平成21年９月30日）                       （単位： 千円）

 アジア

Ⅰ 海外売上高 5,915

Ⅱ 連結売上高 100,553

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 5.9

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する国は韓国であります。

　 

        当第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日～平成21年９月30日）                       （単位： 千円）

 アジア

Ⅰ 海外売上高 7,920

Ⅱ 連結売上高 267,828

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 3.0

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する国は韓国、中国及びシンガポールであります。

 

（有価証券関係）

　当社グループの事業運営において重要な有価証券は保有していないため、記載しておりません。

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ディー・ディー・エス(E02104)

四半期報告書

32/37



（デリバティブ取引関係）

        該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

 該当事項はありません。 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

１ ．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 △5,022円41銭 １株当たり純資産額 4,851円43銭

２．１株当たり四半期純損失金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △19,852円59銭 １株当たり四半期純損失金額(△) △3,899円71　銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 　　 　

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△）（千円） △1,238,722 △357,069

普通株主に帰属しない金額（千円）     -     -

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △1,288,722 △357,069

期中平均株式数（株） 62,396 91,563

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

______________ 

 

______________ 
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

第三者割当による新株式発行（金銭出資及び現物出資）

　

　当社は、平成21年11月９日開催の取締役会において第三者割当による新株式発行を決議いたしました。

  第三者割当による新株式発行に係る変更内容は下記のとおりであります。

   ① 発行新株式数　　　　　 普通株式　  8,679株

　 ② 発行価額　　　　　　　 1株につき　 8,066円

   ③ 発行価額の総額　   　　　　 　70,004,814円

　 ④ 資本組入額　　　　　　　1株につき　4,033円

　 ⑤ 資本組入額の総額　 　　　 　　35,002,407円

　 ⑥ 割当予定先及び割当株式数

          　　（　）内は現物出資の方法による割当

　　   柏原武利　　　　   　8,679株（内1,611株）

　 ⑦ 申込期日　　　　　　 平成21年11月25日(水）

　 ⑧ 金額の払込み又は現物出資の給付の期日　　

                         　平成21年11月25日(水）

   ⑨ 現物出資の目的たる財産の内容

 　　 柏原武利氏の当社に対する貸付金債権元本のうち　　　

　　　12,994,326円

（注）払込金額の総額70,004千円の内、金銭出資分が

      57,010千円、現物出資分が12,994千円であり　

　　　ます。

  なお、発行諸費用5,000千円を差し引いた52,010千円の資金使途は、以下のとおりとなります。

　①各種税金及び社会保険料などの支払い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,100千円

　②取引先への確定債務の支払い　　    10,000千円

　③有利子負債圧縮のための資金    　  20,910千円

　④運転資金                      　  10,000千円　
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２【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月16日

株式会社ディー・ディー・エス

取締役会　御中

監査法人東海会計社

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 前田　勝昭　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 塚本　憲司　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディー・

ディー・エスの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ディー・ディー・エス及び連結子会社の平成21年９月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

　追記情報　

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において２期

連続して営業損失を計上し、当第３四半期連結累計期間においても360,440千円の営業損失及び1,238,722千円の四半期

純損失を計上している。また、営業キャッシュ・フローも△352,397千円と大幅なマイナスを計上しており、その結果とし

て当第３四半期連結会計期間末の純資産は△461,571千円と債務超過の状態となっている。加えて、前連結会計期間末に

引き続いて当第３四半期会連結計期間末における短期借入金等の流動負債も、手元流動性に対して高水準の債務となっ

ていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該

注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響

は四半期連結財務諸表には反映されていない。

２．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更②に記載されているとおり、製品、商品及び原材料に

ついては、従来、会社は総平均法による原価法を採用していたが、第１四半期連結会計期間より、総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用することに変更した。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、平成２１年１１月９日開催の取締役会において第三者による新株式発行を

承認する旨の決議がなされている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　　　　　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社　　　

　　　　　　　　　（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　　　　２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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